
 お 知 ら せ 

５月２９日発生、太田川水系京橋川への生コンク

リート等の流出について （回収作業完了報告） 

 平成３０年５月２９日(火)１３時２４分頃、太田川水系京橋川（広島県広島

市南区皆実町２丁目の御幸橋付近）において流出した、生コンクリート等の回

収作業が完了しました。 

 詳細は別紙のとおりです。 
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別 紙 

平成 30 年 6 月 4 日 11 時現在 

平成３０年５月２９日発生 

太田川水系京橋川への生コンクリート等の流出について

１．事故発生原因

・コンクリートミキサー車が河川内に転落し、生コンクリート及びオイル

が流出。 

２．事故発生箇所

・河川名：太田川水系京橋川（県管理区間）左岸 

 広島市南区皆実町２丁目の御幸橋付近（位置図参照） 

３．流出した生コンクリート等の対応状況及びその結果 

・消防等による人命救助、車両撤去作業完了後、5 月 29 日 23:00 に転落箇

所の周辺にオイルフェンスを設置し、周辺へのオイルの流出を防止。オ

イルフェンス内に浮遊するオイルをオイルマットにより吸着、回収する

作業を実施。 

・5 月 30 日 9:45 に転落箇所付近で水質検査を実施し、結果に問題はなく、

魚の斃死等、生態系への影響は確認されなかった。 

・5 月 29、30 日に生コンクリートの回収作業を実施し、撤去を完了。 

・6 月 1 日までオイルマットによる吸着、回収作業を継続実施。 

・6 月 2 日～3 日まで、オイルフェンスの設置を継続し経過観察。 

・6 月 4 日 9:50 時点で新たな油膜は見受けられず、オイルフェンスの撤去

を開始し、10:40 に撤去を完了。 

４．現地対策機関

  ・広島県西部建設事務所 

  ・広島市環境局 



■水質事故　発生箇所位置図

事故発生場所
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